
４ 個別事業の進捗状況について 



年度 達成度 達成度を選択した理由

①人権教育・啓発の推進

H26

H27

H28

H29

H30

H26

H27

H28

H29

H30

1

【男女平等に配慮した点】

Ⅰ　男女の人権尊重および男性・子どもにとっての男女共同参画の推進

1　男女の人権の尊重

事
業
番
号

計画における事業内容
平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度

所管
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題

・性に基づく人権侵害に対す
る周知を実施します。

【男女平等に配慮した点】

達成度

Ａ 計画に基づいて事業を実施し、目標を大きく上回った

Ｂ 計画に基づいて事業を実施し、目標を概ね達成できた

Ｃ 計画に基づいて事業を実施したが、目標達成には課題

がある

Ｄ 計画に基づいた事業の実施ができていない・目標達成

できていない

Ｅ 事業を実施していない

数値目標がある事業の達成度

Ａ 目標値が達成された

Ｂ 前年度と比較して数値が向上し、かつ目標値達成まで

10％以内
Ｃ 前年度並みもしくは前年度と比較して数値が下降した、

かつ目標値まで10％以内
Ｄ 目標値達成まで10％以上の開きがある
Ｅ 実施していない

数値目標がある事業：事業番号33、34、35、36、38、39、59

今後の方向性

１ 充実

２ 現状維持

３ 縮小

４ 終了

５ その他（事業の見直しなど）

達成度を選択した
理由は、達成度
「Ｂ」以外の場合は
必ず記入。



年度 達成度 達成度を選択した理由

(1)人権教育・啓発の推進

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 A

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

前年度とほぼ同じ規模と時
間で研修を実施できた。特
に性同一性障害に係る児童
生徒に対するきめ細やかな
対応についての内容につい
ては詳しく説明をして理解
を図った。

2

引き続き研修会等を通して周
知を図る。

教育委
員会人
権・共
生教育
担当

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

・性に基づく人権侵害に対
する周知を実施します。

・平成27年実施「かわさきの男女共同
参画に関するアンケート」調査結果に
基づき、短期インターンシップ生が原
案を作成し、DVの市民向け啓発冊子
「数字で見る川崎市におけるＤＶの現
状と市民の認識」を3月に発行した。
・NPO法人等と連携し、デートDV予防
講座を市内高校や専門学校・大学で計
7回実施した。
・男女平等推進週間に合わせて、市内
公共施設及び広報コーナーにてDV予防
啓発パネル展示を実施した。
・「成人の日を祝うつどい」のパンフ
レットにDV予防啓発に係る記事を掲載
しDVについての理解促進を図った。

【男女平等に配慮した点】

左記のうち、「夏休み！
ピープルデザインシネマ
2016」、人権ブースの出
展、ホームページへのリン
ク、（当室主催の）職員向
け人権研修は今年度新規の
取組であった。27年度から
継続した取組も加え、それ
ぞれにおいて、意識普及や
相談対応等に寄与すること
ができた。

1

川崎市人権施策推進基本計画
「人権かわさきイニシアチ
ブ」に基づき、意識普及の取
組を進める。
また、29年秋には九都県市首
脳会議に設置されている「Ｌ
ＧＢＴへの配慮促進検討会」
にて統一した取組方針等をま
とめる予定であることから、
その内容も踏まえた対応も
行っていく。さらに、企業向
けの意識普及の取組も新たに
企画する。

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題

2

引き続き、若年層に対し、
様々な機会をとらえて、積極
的なDV予防・啓発を行う。

所管課

Ⅰ　男女の人権尊重および男性・子どもにとっての男女共同参画の推進

1　男女の人権の尊重

事業
番号

計画における事業内容

1

1

校長研修(約180名)・教頭研修（約180
名）において子どもの権利学習を生か
した学習環境の在り方について啓発を
行うとともに、性同一性障害に係る児
童生徒に対するきめ細やかな対応につ
いて周知を図った。

【男女平等に配慮した点】
男女共に参加しやすい時間帯に研修を
設定した。

・人権・男女共同参画推進連絡会議幹
事会性的マイノリティ専門部会を年4
回開催し、相談対応等の情報共有を
行った。
・8月に「夏休み！ピープルデザイン
シネマ2016」を開催し、性的マイノリ
ティをテーマとした映画上映会やトー
クショーを行い、250人が参加した。
・11月に実施した「かわさき人権フェ
ア2016」において、「性的マイノリ
ティと人権」をテーマにトークショー
を行い、フェア全体では約2,000人が
参加した。
・4月及び10月に市内の祭りに人権
ブースを出展し、性的マイノリティに
関するパネル展示を行うとともに、関
連団体のリーフレット等を配布した。
・本市ホームページの「性同一性障害
についてお悩みをお持ちの方へ」の
ページを改編し、ＮＰＯ法人等3団体
の相談窓口とリンクするようにした。
・2月には「性的マイノリティと人権
～性別から見る多様性」をテーマに職
員向け人権研修を開催し、87人が参加
した。

【男女平等に配慮した点】
男女はもとより、多様な性のあり方が
あり、それぞれを理解し、受け入れ、
互いに尊重することを周知するよう努
めた。

22



年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 A

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

2 2

高校生年齢以上の相談窓口
として、本人及び家族等か
らの相談に対応したほか、
相談従事者を対象とした研
修「ＧＩＤ（性同一性障
害）研修会」を企画開催し
た。性同一性障害の基礎知
識やその相談動向と事例を
通して、性の多様性と対応
方法について、関係者への
周知及び対応技術の向上を
はかった。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

健康福
祉局精
神保健
福祉セ
ンター

性同一性障害の高校生年齢以上の相談
窓口として、本人、家族等からの相談
に対応した。また講演等普及・啓発活
動を実施した。

【男女平等に配慮した点】
性同一性障害をはじめとして、多様な
性的マイノリティを対象とするよう努
めた。

相談窓口として市民からの相
談に応じる他、各人が、性同
一性障害等の多様性を受容し
ながら、自尊感情を育てる社
会の実現を目的とした研修・
講演等の実施を予定してい
る。

1

川崎市人権施策推進基本計画
「人権かわさきイニシアチ
ブ」に基づき、意識普及の取
組を進める。
また、29年秋には九都県市首
脳会議に設置されている「Ｌ
ＧＢＴへの配慮促進検討会」
にて統一した取組方針等をま
とめる予定であることから、
その内容も踏まえた対応も
行っていく。さらに、企業向
けの意識普及の取組も新たに
企画する。

2

・性的マイノリティの人々
の人権を尊重する視点か
ら啓発活動を実施します。

・人権・男女共同参画推進連絡会議幹
事会性的マイノリティ専門部会を年4
回開催し、相談対応等の情報共有を
行った。
・8月に「夏休み！ピープルデザイン
シネマ2016」を開催し、性的マイノリ
ティをテーマとした映画上映会やトー
クショーを行い、250人が参加した。
・11月に実施した「かわさき人権フェ
ア2016」において、「性的マイノリ
ティと人権」をテーマにトークショー
を行い、フェア全体では約2,000人が
参加した。
・4月及び10月に市内の祭りに人権
ブースを出展し、性的マイノリティに
関するパネル展示を行うとともに、関
連団体のリーフレット等を配布した。
・本市ホームページの「性同一性障害
についてお悩みをお持ちの方へ」の
ページを改編し、ＮＰＯ法人等3団体
の相談窓口とリンクするようにした。
・2月には「性的マイノリティと人権
～性別から見る多様性」をテーマに職
員向け人権研修を開催し、87人が参加
した。

【男女平等に配慮した点】
男女はもとより、多様な性のあり方が
あり、それぞれを理解し、受け入れ、
互いに尊重することを周知するよう努
めた。

左記のうち、「夏休み！
ピープルデザインシネマ
2016」、人権ブースの出
展、ホームページへのリン
ク、（当室主催の）職員向
け人権研修は今年度新規の
取組であった。27年度から
継続した取組も加え、それ
ぞれにおいて、意識普及や
相談対応等に寄与すること
ができた。
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 A

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

・男女平等についての理
解を効果的に深めるため
に、市のあらゆる施設を積
極的に活用した広報を実
施します。

市内公共施設で、男女共同参画セン
ター主催講座の広報チラシの配架や、
「男女平等推進週間」広報チラシ等の
配架を行い、男女平等施策の周知を
図った。

【男女平等に配慮した点】
2

関係部局等から提供された広報物等
を、来庁者の目に留まりやすい場所に
掲示・及び配布を行い、意識啓発のた
めの広報活動を進めた。

【男女平等に配慮した点】

3

・男女平等にかかわる人
権侵害に対する人権オン
ブズパーソンの相談・救済
制度等について、広報を
実施します。

市HP、年度報告書、市政だより、広報
掲示板での広報や広報コーナー、区役
所ロビー等でのパネル展示を行った。
また、各種イベントでの相談カードや
広報パンフレットの配布のほか、男女
共同参画センターと連携した高校生対
象の人権学習の実施や、関係機関等と
の会議を通じて制度の周知に努めた。

【男女平等に配慮した点】

引き続き意識啓発のため、資
料配布や広報活動に努める。

2

引き続き、市内公共施設に広
報チラシの配架協力を依頼
し、男女平等施策の周知に努
めていく。

ポスターや掲示物、チラシ
等の配布を行い、意識啓発
を図った。

市民オ
ンブズ
マン事
務局人
権オン
ブズ
パーソ
ン担当

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

教育委
員会庶
務課

4

・「男女平等推進週間」等
の事業を実施します。

2

引き続き、市HP、年度報告
書、市政だより等での広報の
ほか、区役所等でのパネル展
示や各種イベントでの広報物
の配布、男女共同参画セン
ターと連携した広報活動等を
実施する。
また、関係機関等との会議を
活用した制度の周知に努め
る。

・第3庁舎、中原市民館、高津区役
所、広報コーナーにて男女平等施策に
係る展示を行った。
・男女平等推進週間の更なる広報・啓
発を行うため平成28年度から「すくら
む21まつり」を例年の2月から男女平
等推進週間期間中の6月26日に変更し
て開催し、2,567名の参加があった。
・広報用チラシを作成し、市内公用施
設等で配架することで啓発に努めた。
・6月発行「かわさき労働情報」に男
女雇用機会均等に係る記事を掲載し、
企業に向けた啓発を行った。

【男女平等に配慮した点】
「かわさき労働情報」に「マタニ
ティ・ハラスメント（マタハラ）と
は」、「男性の育児休業取得と企業に
求められる取組」と題して男女の職場
における問題を取り上げた記事掲載を
行った。

引き続き、「男女平等推進週
間」を継続し、当該期間中に
広報・啓発活動を展開する。
「すくらむ21まつり」は、開
催時期を変更したため、来場
者が伸び悩んだこともあり、
より多くの来場者を得るため
にも積極的な広報活動を行っ
ていく。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

2

今後も引き続き、意識啓発の
ための取組をすすめていく。

2

5

5

5

男女平等の推進に向けた広報活動に協
力し、市民への啓発を行った。施設で
開催する関連主催事業において、参加
者への資料配布・広報に努めた。

【男女平等に配慮した点】
男女で区別することなく、広く広報活
動を行った。

ポスターや掲示物、チラシ
等の配布を行い、意識啓発
を図った。

教育委
員会生
涯学習
推進課
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

6

男女平等をテーマに学習を行う際、Ｐ
ＴＡ等の依頼に応じ講師を紹介した
り、教育文化会館・市民館へ男女共同
参画センターと連携するよう働きかけ
た。

【男女平等に配慮した点】

7

2

継続した取組として、市民館
等を対象とした男女平等や男
女共同参画に関する講座への
講師派遣や紹介を行う。

(2)男女共同参画に関する生涯学習の推進

6

・家庭・地域教育学級等に
おける男女平等推進研修
に市民講師等の紹介を行
います。

2

引き続き、講座の開催を通じ
て学習機会の提供に努める。

幸区役所や稲田中学校、高津小学校の
防災講座等に講師を紹介したほか、高
津市民館市民自主学級事業に男女共同
参画センター職員が情報提供者として
参加するなど、計6件の講師派遣・
コーディネートを行った。

【男女平等に配慮した点】

8

・教育文化会館・市民館に
おいて、｢男女平等推進学
習」の講座や情報提供の
実施、学習スペースの確
保等を通じて、市民の男女
平等に関する学習機会を
提供します。

7

・市民・市民グループが男
女平等推進の視点を持つ
ことができるような学習機
会の提供や人材育成及び
情報提供を行います。

男女共同参画センター
協働事業：計8市民団体等の事業を採
択し、講座やイベントを実施し、延べ
2,401名の参加があった。
・インターンシップ：短期7人を受け
入れ、男女共同参画センター事業の企
画・運営等を通じて、学習機会の提供
を行った。

【男女平等に配慮した点】

担当者会議等で男女共同参
画センターの資料を配布し
たり、協力を依頼した。

教育委
員会生
涯学習
推進課

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

教育委
員会生
涯学習
推進課

2

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

教育文化会館・各市民館に
おいて、性による差別や人
権に関する課題を学ぶ全5回
～10回の講座を開催した。

男女があらゆる場において個人として
自立し、協力し、責任を分かち合える
よう、教育文化会館、各市民館におい
て、性による差別や人権に関する課題
を学ぶ全5回～10回の講座を開催し
た。

【男女平等に配慮した点】
保育を併設し、子育て中の女性の参加
を支援した。男性女性それぞれの立場
から参加しやすいプログラム作り、開
催日の設定などに配慮した。

教育文化会館・各市民館に
おいて、性による差別や人
権に関する課題を学ぶ全5回
～10回の講座を開催した。

男女があらゆる場において個人として
自立し、協力し、責任を分かち合える
よう、教育文化会館、各市民館におい
て、性による差別や人権に関する課題
を学ぶ全5回～10回の講座を開催し
た。

【男女平等に配慮した点】
保育を併設し、子育て中の女性の参加
を支援した。男性女性それぞれの立場
から参加しやすいプログラム作り、開
催日の設定などに配慮した。

引き続き協働事業などを通じ
た市民団体等への支援、及び
インターンシップ生の受け入
れなどを行っていく。

引き続き資料配布や協力依頼
に努める。

引き続き、講座の開催を通じ
て学習機会の提供に努める。

2

教育委
員会生
涯学習
推進課

2
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

(5)メディアにおける男女の人権尊重の促進

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 C

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

市民文
化局庶
務課

財政局
庶務課

11

局内に手引きを配布し、広報資料の作
成の際にそれを活用するよう周知を
図った。
男女平等の視点を取り入れた内容表現
に配慮するよう周知啓発に努めた。

【男女平等に配慮した点】
2

男女平等の視点を考慮した広
報資料の作成については、各
所属が常に意識して取り組む
よう、庶務課から継続して働
きかけていく。

引き続き局内で「ガイドライン」の周
知徹底を図るとともに、男女平等の視
点について職員への意識啓発を行っ
た。

【男女平等に配慮した点】

前年度並みであった。

2

今年度も引き続き、男女平等
の視点に配慮するため、手引
きの周知を図り、職員への意
識啓発を行っていく。

11

11

・広報資料の作成にあたっ
ては、手引き（※）を活用
し、男女平等推進の視点
に配慮します。
※人権・男女共同参画室作
成『公的広報の作成に関す
る表現の手引』を指す。

・情報を読み解き発信する
力の向上のための講座や
講師紹介及び情報提供、
学習スペースの確保等を
通じた市民及び事業者の
活動を支援します。

・広報資料の作成に関す
る手引きの周知及び活用
の徹底を図ります。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

2

2

無料の学習スペースを提供す
るとともに、情報誌や男女共
同参画に関する書籍を紹介す
る「BOOKインフォメーショ
ン」等を発行し、情報提供に
努め、市民及び事業者の活動
を支援する。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

局内事業に男女平等の視点が考慮され
ているか確認し、不適切な項目があれ
ば見直しを要請した。

【男女平等に配慮した点】

5月31日に開催した「川崎市人権・男
女共同参画推進連絡会議幹事会男女平
等施策推進部会」「川崎市男女共同参
画推進員連絡調整会議」合同会議で、
手引を配布し、男女共同参画推進員を
通じて、庁内各課において手引を活用
し男女平等推進の視点に立った資料等
作成が行えるよう周知した。

【男女平等に配慮した点】

男女共同参画センターの情報提供室を
男女共同参画に関する書籍の閲覧、パ
ソコン・インターネットも利用できる
環境として無料で開放している。
すくらむ21インフォメーション、メー
ルマガジン、情報誌「すくらむ」など
を発行し、男女共同参画に関する情報
提供を行った。

【男女平等に配慮した点】

10

9

2

引き続き局内事業に男女平等
の視点が考慮されているか確
認し、不適切な項目があれば
見直しを要請していく。

総務企
画局庶
務課

手引の内容を社会情勢等の変
化に合わせて適宜見直しを行
い、より的確に男女平等推進
の視点に立った資料等作成が
行えるようにする。

(4)情報を読み解き発信する力（メディア・リテラシー）の向上のための支援

(3)男女共同参画の視点に立った広報・啓発活動の推進（再掲）
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

まちづ
くり局
庶務課

健康福
祉局企
画課

11

局部所長会議等で男女共同参画に係る
資料を配布するなど、局内への浸透を
図った。

【男女平等に配慮した点】

局内会議等で、男女共同参
画に係る資料を配布し、局
内の理解を深めたため。

2

引き続き、手引きを参考に継
続して配慮し、局内への浸透
を図る。

環境局
庶務課

11

局内の広報作成にあたり、昨年度に引
き続き庁内ホームページ等により各課
に対し男女平等施策に関する情報共有
を行い、意識啓発に努めた。

【男女平等に配慮した点】
2

引き続き、男女平等施策に関
する情報について共有をしな
がら、意識啓発を行ってい
く。

こども
未来局
企画課

11

引き続き局内で「ガイドライン」の周
知徹底を図るとともに、男女平等の視
点について職員への意識啓発を行っ
た。

【男女平等に配慮した点】

前年度並みであった。

2

今年度も引き続き、男女平等
の視点に配慮するため、手引
きの周知を図り、職員への意
識啓発を行っていく。

総務企
画局シ
ティプ
ロモー
ション
推進室

11

男女共同に関する情報提供や啓発を行
うとともに男女平等の視点の共有化を
図った。子育て世帯向けに必要な情報
を提供する「かわさきし子育てガイド
ブック」を作成・配布するなど男女平
等の視点に配慮した。

【男女平等に配慮した点】
手引きに沿って男女平等に配慮した
「かわさきし子育てガイドブック」を
作成・配布し、保育園や手当て、育児
サポートに関する情報を提供すること
で、子育て世帯が子育てしながら安心
して暮らせるように支援を行った。

2

今後も引き続き、男女平等の
視点に配慮した刊行物の作成
に努める。

11

「かわさき市政だより」：引き続き市
の広報について男女平等推進の視点に
配慮し事業を執行した。
「広報テレビ番組・広報ラジオ番組の
製作」：引き続き、広報事業におい
て、男女平等推進や人権尊重の観点か
ら不適切な表現等がないように事業実
施を行った。
あわせて、所管課と協力して、男女平
等推進に関する広報を行った。

【男女平等に配慮した点】
「かわさき市政だより」：記事作成の
際には手引きを活用するなど、男女平
等に配慮して事業を執行した。
「広報テレビ番組・広報ラジオ番組の
製作」：台本作成及び番組放送等の際
には、手引きを活用するなど、男女平
等に配慮して事業を執行した。

多くの市民へ発信する情報
に男女平等推進の視点や、
その他人権配慮の観点から
不適切な表現のないような
広報を行った。
また、紙面や広報番組の中
で、男女平等関連イベント
について扱うなど、男女平
等推進に関する広報を所管
課と協力して行った。

2

「かわさき市政だより」：引
き続き市の広報について男女
平等推進の視点に配慮し事業
を執行していく。
「広報テレビ番組・広報ラジ
オ番組の製作」：男女平等や
人権の尊重に充分配慮し、テ
レビ・ラジオにおいて、効果
的な情報発信を行う。併せ
て、所管課と協力して、男女
平等推進に関する広報を行
う。
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26

H27

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 C

H27 C

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

各種広報資料の作成に当
たっては、手引きを活用
し、男女平等の視点に配慮
した。

2

今後も引き続き、広報資料の
作成・発行に当たっては、手
引き等を活用ししながら、男
女平等の視点に配慮してい
く。

臨海部
国際戦
略本部
臨海部
事業推
進部

港湾局
庶務課2

今後も引き続き、手引き等を
用いた周知を行い、男女平等
に配慮した視点を持ち広報資
料等の作成を行っていく。

11

本部内での手引きの周知を図り、引き
続き男女平等の視点に配慮した広報資
料の作成・発行を行った。

【男女平等に配慮した点】
「かわさき市政だより特別号」や
「ニュースレター」の記事作成に際し
ては、内容や写真・イラストなどにつ
いて男女平等に配慮した。

高津区
役所総
務課

中原区
役所総
務課

11

局内事業に男女平等の視点が考慮され
ているか随時確認した。

【男女平等に配慮した点】
イベントちらし等印刷物の挿画が男女
に偏っていないか確認を行った。

所管課へ手引きの周知を行
い、男女平等の視点に配慮
した。

2

引き続き局内事業に男女平等
の視点が考慮されているか確
認し、不適切な項目があれば
見直しを要請していく。

幸区役
所企画

課

11

局内事業において、手引きを周知し、
男女平等推進の視点に配慮した。

【男女平等に配慮した点】

手引きを活用し、男女平等
の視点に配慮した。

2

引き続き｢表現の手引｣を活用
し、男女平等の視点に配慮し
ながら刊行物の作成・発行に
あたる。

川崎区
役所企
画課

11

・「町内会・自治会の活動に参加しよ
う！」11月発行（48,000部）
・「御幸公園梅香事業推進計画を策定
しました」2月発行（48,000部）

【男女平等に配慮した点】
写真やイラストに男女の偏りがないよ
うにするとともに、校正時は多くの職
員によって確認作業を行い、表現等男
女平等の視点に配慮した。

年間計画に基づき発行し
た。新聞折込の他、関係機
関や各種会議等で幅広く配
布し、情報を周知すること
ができた。

2

今後も、広報資料の作成にあ
たっては、男女平等推進の視
点に配慮していく。

会計室
審査課

11

引き続き、市政だよりや各種広報資料
の作成に当たっては、手引きを活用
し、男女平等の視点に配慮した。

【男女平等に配慮した点】
男女平等の視点に配慮した表現になる
ように、随時確認を行った。

市政だよりや各種広報資料
の作成に当たっては、手引
きを活用し、男女平等の視
点に配慮した。

2

引き続き、市政だよりや各種
広報資料の作成に当たって
は、手引きを活用し、男女平
等の視点に配慮する。

11

「会計事務ニュースレター」は会計事
務についての広報であり、男女平等の
視点に配慮する内容ではないが、掲載
するイラストについて手引きに沿うよ
う配慮し、6月、9月、12月及び3月の
年4回発行した。

【男女平等に配慮した点】
掲載するイラストが、男女どちらかに
偏らないように配慮した。

2

引き続き、「会計事務ニュー
スレター」の発行にあたって
は、手引きを活用し、掲載す
るイラストについて男女平等
の視点に配慮していく。

建設緑
政局企
画課

11

男女平等の視点に立った表現で、広報
資料等を作成するよう配慮した。

【男女平等に配慮した点】
「男女平等の視点からの公的広報の作
成に関する表現の手引」を周知した。

広報資料作成時やイベント
起案時には、男女平等の視
点に立ち、表現について十
分な配慮ができた。

11

局内での広報資料の作成にあたり、男
女平等推進の視点に立った表現に配慮
を行った。

【男女平等に配慮した点】
広報資料について、男女平等推進の視
点に立った作成にあたるよう促した。

2

今後も引き続き、男女平等推
進の視点への配慮を行ってい
く。
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

11

年4回新聞折り込み等により広報紙を
配布した。

【男女平等に配慮した点】
広報紙及び広報に係る資料の作成にあ
たっては、手引きを活用し、男女平等
の視点に配慮した紙面を制作すること
が出来た。

昨年度と同程度の男女平等
の配慮を図ることができ
た。

上下水
道局

サービ
ス推進
課広報
担当

2

引き続き男女平等の視点に配
慮し、年４回の広報紙及び広
報に係る資料の作成を継続し
て行う。

ガイドラインを遵守徹底し、各機関に
発信する情報及び刊行物等は、常に男
女平等推進の視点に配慮しているかを
検証して事業を実施した。

【男女平等に配慮した点】

男女平等の観点から差別的
表現の点検を行った。

11

11

2

引き続き活動を行っていく。

麻生区
役所総
務課

11

手引きの内容を関係各課へ周知すると
ともに、病院等で作成する来院者向け
の広報資料等について、手引きを活用
し、男女平等の視点に配慮しながら資
料作成にあたった。また、市政だより
をはじめとした広報資料の取りまとめ
にあたっても、手引きを活用し男女平
等の視点に配慮しながら内容を審査し
た。

【男女平等に配慮した点】

11

管理職の比率格差を緩和するために
は、女性職員に対する昇任試験の受験
促進が必要であるため、受験率の向上
に向けて取り組んだ。

【男女平等に配慮した点】

各課に手引きを配布して、
その趣旨を遵守するよう周
知し、偏った視点のない刊
行物の作成や広報につとめ
た。

宮前区
役所総
務課

11

各所属へ周知を行い、ガイドラインの
順守を促した。

【男女平等に配慮した点】
各種広報資料作成時に相談を受け、ガ
イドラインについて周知した。

各種広報資料作成時に各所
属から相談を受け、ガイド
ラインについて周知した。

2

周知を引き続き各所属へ行
い、ガイドラインの順守を促
す。

11

引き続き所管課へ手引きの周知を行
い、男女平等の視点に配慮した。

【男女平等に配慮した点】
上記と同じ。

機会を捉え、所管課へ手引
きの周知を行い、男女平等
の視点に配慮した。

2

引き続き所管課へ手引きの周
知を行い、男女平等の視点に
配慮していく。

交通局
庶務課

2

引き続き、手引きの内容を関
係各課へ周知するとともに、
病院等で作成する来院者向け
の広報資料等について、手引
きを活用し、男女平等の視点
に配慮しながら資料作成にあ
たる。また、市政だよりをは
じめとした広報資料の取りま
とめにあたっても、手引きを
活用し男女平等の視点に配慮
しながら内容を審査する。

病院局
庶務

課、経
営企画
室、

病院事
務局(川
崎,井
田)庶務
課、医
事課

2

各機関に発信する情報及び刊
行物等は、常に男女平等推進
の視点に配慮しているかを検
証し、継続して事業を実施す
る。

2

交通局ニュース、交通局報、報道発表
等の広報資料において、男女平等の視
点に立った資料の作成を行った。

【男女平等に配慮した点】

資料作成の周知及び広報資
料の点検を行い、概ね達成
できている。

消防局
庶務課
（広報
担当）

昨年度に引き続き、手引きの
内容及び男女平等推進の視点
に配慮した資料作成を周知し
たうえで、広報資料の点検を
行う。

多摩区
役所総
務課
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

議会局
広報・
報道担

当

12

・広報資料に関する、男女
平等推進の視点に立った
市民からの意見聴取を行
います。

「かわさき市政だより」の紙面及び市
ホームページにおいて読者アンケート
を実施し、3,268件の市民意見を聴取
した。

【男女平等に配慮した点】
男女を問わず、幅広い市民から意見を
得られるよう、回答方法などを工夫し
て実施した。

かわさき市政だより」の読
者アンケートにおいて、男
女を問わず幅広い市民から
の意見聴取を行った。

※H27年度達成度について、
H28年2月に市ホームページ
においてウェブアンケート
を実施したため、遡りで修
正しました

2

引続き、刊行物の作成にあ
たっては、手引きを活用し、
男女平等推進の視点に配慮し
ていく。

人事委
員会調
査課

11

市議会広報紙「議会かわさき」の作成
にあたっては、偏りや固定的なイメー
ジにとらわれず文章表現、写真、挿絵
等に格差や差別的な表現などがないよ
うジェンダーフリーの視点で配慮し、
「男女平等推進」への理解と意識の浸
透を図った。

【男女平等に配慮した点】
格差や差別的な表現の記載のないよう
注意した。

市議会広報紙「議会かわさ
き」の作成にあたっては、
前年度に引き続き、格差や
差別的な表現がないよう作
成を行った。

引き続き、偏りや固定的なイ
メージにとらわれず文章表
現、写真、挿絵等に格差や差
別的な表現などがないよう
ジェンダーフリーの視点で配
慮するとともに、「男女平等
推進」への理解と意識の浸透
を図る。

引き続き、男女平等の視点を
考慮しながら、不適切な用語
や差別的表現がないか検証す
るとともに、ガイドラインの
周知を図る。 教育委

員会庶
務課

11

刊行物の作成にあたって、差別的表現
がないよう配慮を行った。

【男女平等に配慮した点】
手引きを活用し、差別的表現がないよ
う点検を行った。

刊行物の作成にあたって、
前年度と同様に、差別的表
現がないよう配慮を行っ
た。

2

引き続き、男女平等推進の視
点に立った広報を実施する。

市民オ
ンブズ
マン事
務局人
権オン
ブズ

パーソ
ン担当

11

男女平等の視点を考慮し、不適切な用
語や差別的表現があれば見直しを徹底
させ、男女平等の視点を考慮しなが
ら、ガイドラインの周知を図るととも
に、刊行物等の作成を行った。

【男女平等に配慮した点】

男女平等の視点を考慮しな
がら、不適切な用語や差別
的表現のない刊行物等の作
成を行った。

2

11

広報物の作成に当たり、男女平等推進
の視点に配慮した。

【男女平等に配慮した点】
性別に基づく画一的な表現がないか点
検を行い、配慮した。

2

2

引き続き男女平等推進の視点
に配慮し事業を執行してい
く。

総務企
画局シ
ティプ
ロモー
ション
推進室
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

(1)ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の推進

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

①「川崎市DV防止・被害者支援基本計
画」に基づき、各会議を開催するとと
もに、区役所等職員を対象に研修を実
施した。
②相談員等を対象に研修等を実施し、
相談支援の専門性を高める取組を実施
した。

【男女平等に配慮した点】

こども
未来局
児童家
庭支
援・虐
待対策

室

2

ＤＶ防止に向けた講座等を
行っていく。

・ドメスティック・バイオレン
スに関する講座や研修を
実施します。

・大学生や専門学校生、高校生を対象
とし、デートＤＶ予防啓発ワーク
ショップを実施し、計7回、計433名の
参加があった。

【男女平等に配慮した点】

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

15

2

DV予防・啓発を目的とした啓
発品を作成する。また、それ
をイベント等で配布し、DV予
防・啓発を図る。

①「川崎市DV防止・被害者
支援基本計画」に基づき、
各会議を開催するととも
に、区役所等職員を対象に
研修を実施した。
②相談員等を対象に研修等
を実施し、相談支援の専門
性を高める取組を実施し
た。

「川崎市DV防止・被害者支援
基本計画」に基づき、相談員
の専門性向上等、施策推進を
図る必要がある。

1

15

こども
未来局
児童家
庭支

援・虐
待対策

室

14

・デートDV予防啓発ワークショップに
て、DV予防啓発パンフレットや啓発品
（ふせん）を配付し、DV防止に係る啓
発を行った。
・DV予防啓発パンフレットの掲載内容
を更新し、3月に作成した。
・成人の日を祝うつどいのパンフレッ
トに啓発広報を掲載した。
・相談窓口等の情報を追加し、ＤＶ防
止・被害者支援基本計画（概要版）の
改訂版を作成した。

【男女平等に配慮した点】

・ドメスティック・バイオレン
スをなくすための啓発パン
フレット等の作成、配布や
情報提供を行います。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

113

①相談員を9管区の保健福祉センター
及び地区健康福祉ステーションに配置
し、要保護女性の相談・支援を行い、
女性の人権擁護及び自立支援を図っ
た。
②女性への人権侵害救済のため、民間
シェルターへの支援及び、民間団体が
運営する緊急一時保護施設への支援を
実施した。
③「川崎市DV防止・被害者支援基本計
画」に基づき施策を推進した。
④川崎市DV相談支援センター機能を平
成28年度中早期に開設するため、連絡
調整等、開設準備を行った。

【男女平等に配慮した点】

①相談員を9管区の保健福祉
センター及び地区健康福祉
ステーションに配置し、要
保護女性の相談・支援を行
い、女性の人権擁護及び自
立支援を図った。
②女性への人権侵害救済の
ため、民間シェルターへの
支援及び、民間団体が運営
する緊急一時保護施設への
支援を実施した。
③「川崎市DV防止・被害者
支援基本計画」に基づき施
策を推進した。
④川崎市DV相談支援セン
ター機能を平成28年5月に開
設し相談支援を行った。

13

・DV被害者支援基本計画
を推進し、配偶者等からの
暴力による被害者の救済
支援を実施します。

ＤＶ被害者支援対策推進会議等におい
て、前年度のＤＶ防止・被害者支援基
本計画に基づく施策の進捗管理につい
て報告し課題等の共有に努めるととも
に、2月に計画の進捗状況調査を実施
した。

【男女平等に配慮した点】

2　女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

2

DV予防・啓発を目的とした啓
発品を作成・配布する。

「川崎市DV防止・被害者支援
基本計画」に基づき、川崎市
DV相談支援センターを平成28
年5月に開設したことから、
引き続きDV相談支援の充実を
進める。
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 E

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

18

・男女共同参画センターのホームペー
ジ上にセクシュアル・ハラスメントや
パワー・ハラスメントへの対応に関す
る専門的なWebサイトの情報発信を
行っている。
・「勤務のしおり」に職場におけるハ
ラスメントに係る記事を引き続き掲載
した。

【男女平等に配慮した点】

出前講座等は依頼に基づき、
実施していくととともに、
ニーズ把握をしながら、講座
等の企画をおこなっていく。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

18

・セクシュアル・ハラスメン
ト、パワー・ハラスメントへ
の対応マニュアルを整備
し、周知します。

「川崎市職員のセクシュアル・ハラス
メント及びパワー・ハラスメントの防
止に関する要綱」の周知を行ったとも
に、同要綱に「妊娠、出産、育児又は
介護に関するハラスメント」を追加す
る改正を行った。

【男女平等に配慮した点】

総務企
画局人
事課

階層別研修でセクシュアル・
ハラスメント、パワー・ハラ
スメント等意識啓発に関する
研修を行う。

総務企
画局行
政改革
マネジ
メント
推進室

17

団体等への出前講座・研修においてセ
クシュアル・ハラスメント、パワー・
ハラスメントに関する依頼がなかった
ため行わなかったが、市内工業団体と
男女共同参画センターとの会議におい
て「誰もが働きやすい職場をつくるた
めには」というテーマで勉強会を行っ
た。

【男女平等に配慮した点】

該当テーマでの出前講座依
頼がなかったため実施しな
かった。

1

・引き続き、｢かわさき労働
情報｣において、男女雇用機
会均等法を周知し、企業のセ
クハラ・パワハラ防止義務に
ついてや「女性のための総合
相談窓口」の案内記事を掲載
する。
・引き続き、「働くためのガ
イドブック」において、男女
雇用機会均等法やセクハラ・
パワハラについての記事を掲
載する。

経済労
働局労
働雇用

部

17

・セクシュアル・ハラスメン
ト、パワー・ハラスメントに
関する講座や研修を実施
します。

・階層別研修でセクシュアル・ハラス
メント、パワー・ハラスメント等意識
啓発に関する研修を行った。
参加者数：新規採用職員研修（292
人）、中堅職員研修（173人）、新任
係長研修（185人）、係長昇任前研修
（189人）、新任課長研修（127人）、
技能・業務職員研修（33人）
・特別研修「人権研修」でハラスメン
トに関する研修を実施した。（66人）

【男女平等に配慮した点】

2

16

機会をとらえ、ハラスメント
に係る情報提供を行ってい
く。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

16

・「かわさき労働情報」において、マ
タハラ防止等の記事を掲載した。

・「働くためのガイドブック」の紙面
の充実及び配布先の拡大に努め、より
効果的な広報の展開について検討し
た。

【男女平等に配慮した点】

16

・男女共同参画センターのホームペー
ジ上にセクシュアル・ハラスメントや
パワー・ハラスメント防止に関する
Webサイトのリンクを張り、情報発信
を行っている。
・「勤務のしおり」に職場におけるハ
ラスメントに係る記事を引き続き掲載
した。

【男女平等に配慮した点】

(2)セクシュアル・ハラスメントなどの防止と被害者支援の推進
区役所や市民館等に、様々な男女共同
参画に関する出前講座を計11件行っ
た。

【男女平等に配慮した点】

2

2

市職員向けの啓発パンフレッ
トに「妊娠、出産、育児又は
介護に関するハラスメント」
の項目を加えるとともに、セ
クハラの対象として「性的マ
イノリティへの偏見に基づく
言動」を明記するなどの改訂
を行い、引き続き市職員向け
に配布・周知による啓発を行
う。

総務企
画局人
事課

2

2

機会をとらえ、ハラスメント
に係る情報提供を行ってい
く。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

・セクシュアル・ハラスメン
ト、パワー・ハラスメントを
なくすための啓発パンフ
レット等の作成、配布や情
報提供を行います。

2

改正後の要綱について、引き
続き周知を行っていく。
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

19

・人身取引（トラフィッキン
グ）及び性犯罪等の防止
に関する啓発及び被害者
への支援を行います。

教育委
員会指
導課

市民オ
ンブズ
マン事
務局人
権オン
ブズ
パーソ
ン担当

21

各区に配置した区・教育担当を中心
に、関係機関と連携しながら、性暴力
被害を含めた様々な問題に対して、速
やかな情報共有に努め、必要に応じて
適切な支援を行った。

【男女平等に配慮した点】
2

引き続き、各区・教育担当を
中心に、関係機関と連携しな
がら、性暴力被害を含めた
様々な問題に対して、速やか
な情報共有に努め、適切な支
援を行う。

こども
未来局
児童家
庭支

援・虐
待対策

室

21

子どもからの相談等に対し、迅速・適
切な対応に努めた。

【男女平等に配慮した点】

2

引き続き、早期発見・早期対
応に努める。

教育委
員会人
権・共
生教育
担当

21

・子どもに対する性暴力・
性犯罪の早期発見・早期
対応に努めます。

11月の児童虐待防止推進月間を中心に
関係機関と連携しつつ啓発活動を実施
した。
また、要保護児童対策地域協議会等を
活用し、児童相談所、区役所保健福祉
センター等が役割分担・連携すること
で、適切な相談・支援に努めた。

【男女平等に配慮した点】 2

複雑多様化する児童相談への
適切な対応及び児童虐待の早
期発見・早期対応のため、職
員の専門性向上、関係機関連
携の強化を継続する必要があ
る。

こども
未来局
児童家
庭支
援・虐
待対策

室

20

説明会を実施し、担当者に事業の趣旨
の説明を行った。また、ＣＡＰ子ども
ワークショップを小学校32校、約
3,600名の児童に対して、権利の大切
さを教え、安全・安心について理解を
深めることができるよう実施した。ま
た、新たに中学校4校でも実施した。

【男女平等に配慮した点】
一人ひとりを大切にし、児童生徒の可
能性を狭めることのない教育を推進す
るよう配慮した。

小学校の2年生～4年生の児
童に対しては、ほぼ同様な
規模で実施し、権利の大切
さを教え、安全・安心につ
いて理解を深めるような取
組ができた。28年度はＮＰ
Ｏ法人との連携によって中
学校で実施できた。 2

中学生を対象としたプログラ
ムも加え、引き続き事業を実
施していく。

2

引き続き、内閣府が作成する
人身取引対策ポスター及び
リーフレットを市内各施設で
配架し、人身売買防止に関す
る啓発を行う。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

20

・子どもに対する性暴力・
性犯罪被害の防止に努め
ます。

11月の児童虐待防止推進月間を中心
に、民生委員児童委員等関係団体と連
携し、市内各所で啓発活動を実施し
た。また、川崎フロンターレと連携
し、虐待防止等について、市民への普
及啓発を図った。

【男女平等に配慮した点】

11月の児童虐待防止推進月
間を中心に、民生委員児童
委員等関係団体と連携し、
市内各所で啓発活動を実施
した。また、川崎フロン
ターレと連携し、虐待防止
等について、市民への普及
啓発を図った。初の試みと
して、小学生チームを対象
としたフットサル大会「オ
レンジリボン・ファミリー
カップ」を開催した。

内閣府が作成した人身取引対策ポス
ター及びリーフレットを市内各施設で
配架し、人身売買防止に関する啓発を
行った。

【男女平等に配慮した点】

(4)子どもに対する性暴力の根絶に向けた施策の推進

2

より効果的な広報啓発に努
め、事業内容等を充実させる
必要がある。

(3)女性に対する性暴力や売買春などの根絶に向けた施策の推進
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 A

H27 B

H28 A

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

23

2

2

今後も引き続き、子育て世帯
の父母を対象としたワーク・
ライフ・バランスの普及啓発
セミナー等を開催し、仕事と
家庭生活の両立の重要性につ
いて意識啓発を図る。

・｢かわさき労働情報｣において、男女
雇用機会均等月間に、ワーク・ライ
フ・バランス推進に関する記事を掲載
した。
・「働くためのガイドブック」におい
て、労働時間に関する記事を掲載し
た。

【男女平等に配慮した点】

引き続き、｢かわさき労働情
報｣において、ゆとり創造月
間、男女雇用機会均等法、
ワーク・ライフ・バランス推
進に関する記事を掲載する。

経済労
働局労
働雇用

部

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

23

仕事と家庭の両立支援に向けた取組と
して、子育て世帯の父母を対象とした
ワーク・ライフ・バランスの普及啓発
セミナーを開催し、仕事と家庭生活の
両立の重要性について意識啓発を図っ
た。

【男女平等に配慮した点】
父母の両方を対象としたセミナーを開
催し、子育て世帯において仕事と家庭
生活の両立の重要性について意識啓発
を図れるよう配慮した。

こども
未来局
企画課

経済労
働局労
働雇用

部

23

・仕事と暮らしの両立を図
るため、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向けた講
座・イベントの開催及び情
報提供を行います。

国や県、県内政令指定都市と連携し、
11月2日に県内企業の経営者・管理
職・人事労務担当者等を対象として
「仕事と介護の両立支援―子育てとの
違いを踏まえて」をテーマに講演会を
開催した。
男女共同参画センターの調査研究事業
で「女性活躍推進のための両立支援
ニーズ調査」を行い、報告書をまとめ
た。

【男女平等に配慮した点】

2

引き続き、ワーク・ライフ・
バランスの推進に向け情報提
供や講座等の開催を行う。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

22

・男女平等推進のための企業研修等の
講座の開催等の情報があった際、適宜
掲載し情報提供を行った。
・「川崎労働学校」において、男女雇
用機会均等法などをテーマとして取り
上げた。

【男女平等に配慮した点】

「川崎労働学校」におい
て、男女雇用機会均等法を
テーマとした講義を行うこ
とで、同法の趣旨や意義に
ついて参加者の理解を深め
ることができたため。

2

・引き続き、男女平等推進の
ための企業研修等の講座の開
催等の情報があった際には、
適宜掲載し情報提供を行う。
・「川崎労働学校」におい
て、男女雇用機会均等法など
をテーマとして取り上げる。

22

・働く場における男女平等
推進のための講座の開催
や講師紹介及び情報提供
を実施します。

男女共同参画センターと市内工業団体
による市内工業団体女性活躍推進事務
局長会議を開催し、女性活躍推進に関
する情報交換や意見交換を行った。
男女共同参画センターにおいて、市内
工業団体やかながわ労働センターと連
携し「女性のマネジメント力ステップ
アップセミナー」を3回連続講座で実
施し、2回目と3回目の連続受講者には
「セミナー修了証」、事業所には「地
域女性活躍推進事業所認定証」を発行
し、市内企業の女性活躍の推進を図っ
た。
すくらむネット21において、年間テー
マを「女性の活躍推進」とし、テーマ
に沿った情報提供や交換を行った。

【男女平等に配慮した点】

市内団体等と連携し、出席
者だけではなく、従業員を
派遣した事業所に認定証を
発行するなどの工夫をした
新規連続講座を行ったた
め。

1

引き続き、市内団体や事業所
等と連携し、連続講座を回数
を増やして企画していく。

3　男性・子どもにとっての男女共同参画の推進

(1)男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進

(2)男性が家庭生活に参画できる環境づくり
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

引き続き、講座の開催を通じ
てワーク・ライフ・バランス
の推進に努める。

引き続きワーク・ライフ・バ
ランスデーを実施し、定時退
庁を促進していく。

2

2

引き続き、情報提供に努める
とともに、本市におけるワー
ク・ライフ・バランスの取組
の紹介等も行う。

2

引き続き、｢かわさき労働情
報｣において、ゆとり創造月
間、男女雇用機会均等法、
ワーク・ライフ・バランス推
進に関する記事を掲載する。

総務企
画局人
事課

経済労
働局労
働雇用

部

25

・市役所におけるノー残業
デーやワーク・ライフ・バラ
ンスデーを通じて、時間外
勤務を少なくする取組を推
進します。

8月と11月にワーク・ライフ・バラン
スデーを設定し、定時退庁を促進し
た。

【男女平等に配慮した点】

上下水
道局庶
務課人
事担当

23

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

24

・｢かわさき労働情報｣において、男女
雇用機会均等月間に、ワーク・ライ
フ・バランス推進に関する記事を掲載
した。
・「働くためのガイドブック」におい
て、労働時間に関する記事を掲載し
た。

【男女平等に配慮した点】

24

・市民・事業者向け広報資
料の配布等により、事業所
等における長時間労働抑
制への周知・啓発を実施し
ます。

国や神奈川県等から提供されるワー
ク・ライフ・バランスに関する情報
を、ネットワーク加盟団体宛て随時提
供をした。

【男女平等に配慮した点】

男女があらゆる場において個人として
自立し、協力し、責任を分かち合える
よう、教育文化会館、各市民館におい
て、性による差別や人権に関する課題
を学ぶ全5回～10回の講座を開催し
た。

【男女平等に配慮した点】
保育を併設し、子育て中の女性の参加
を支援した。男性女性それぞれの立場
から参加しやすいプログラム作り、開
催日の設定などに配慮した。

教育文化会館・各市民館に
おいて、性による差別や人
権に関する課題を学ぶ全5回
～10回の講座を開催した。

2

教育委
員会生
涯学習
推進課

25

ノー残業デーやワーク・ライフ・バラ
ンスデーの周知及び各取組を推進し
た。

【男女平等に配慮した点】
性別を問わず、職員の意識改革が図れ
るよう、全職員へ情報が行き渡るよう
配慮を行った。

8月、11月にワーク・ライ
フ・バランスデーを設定
し、ワーク・ライフ・バラ
ンスデーの取組を各所属に
周知し、定時退庁を促進し
た。
また、実施結果を庶務課
ホームページに掲載するこ
とにより、ワーク・ライ
フ・バランスの実現に向け
た取組を推進した。

実施日：8月3日（水）
定時退庁者：1039人
残業者：25人
実施日：11月9日（水）
定時退庁者：1042人
残業者：22人

2

従来のワーク・ライフ・バラ
ンスデーに加え、プレミアム
フライデーに合わせて実施す
ることにより、年４回のワー
ク・ライフ・バランスデーの
取組を推進する。また、ノー
残業デーの取組を実施し、時
間外勤務の縮減に向けた取組
を推進する。
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

引き続き、局内各課へ「ワー
ク・ライフ・バランスデー」
の取組みを周知し、定時退庁
を呼びかける。

教育文化会館・市民館・分
館において、地域社会での
様々な活動に参加すること
を目的とした全5回～10回の
講座を開催した。

管理職会議等を有効に活用し、「ワー
ク・ライフ・バランスデー」について
周知し、定時退庁の徹底を促した。

【男女平等に配慮した点】

2

・男女共同参画センターが主催するイ
キメン研究所において、「パパのため
の子育てサロン」を計2回開催し、計
11名の参加があったほか、高津区との
共催で「イキメン講座」を計4回開催
し計23名の参加があった。また、料理
講座なども実施した。

【男女平等に配慮した点】

教育委
員会生
涯学習
推進課

25

引き続き、講座の開催を通じ
て男性の地域活動への参画を
促進するよう努める。

引き続き、イキメン研究所が
企画する男性向け講座を開催
し、また、メンバー増員に向
けた取組も行っていく。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

26

・男性の地域活動への参
画を促進するための講座
を実施します。

25

25

毎月17日を「ｋａｅｒａ-Ｎｉｇｈ
ｔ」という交通局独自のワーク・ライ
フ・バランスのための定時退庁日と
し、時間外勤務の縮減を行った。ま
た、実効性を高めるため、17日が土・
日・祝日に該当した場合、後ろの月曜
に振替えることとした。

【男女平等に配慮した点】

2

226

主に50歳以上のシニア世代を対象に、
地域デビューに向けた仲間づくりや学
びを支援するため、講座等を開催し
た。

【男女平等に配慮した点】
男性が参加しやすいプログラム作り、
開催日の設定などに配慮した。

「ノー残業デー」や「ワー
ク・ライフ・バランス
デー」の取組を積極的に推
進した。また、交通局独自
の毎月17日の「ｋａｅｒａ-
Ｎｉｇｈｔ」についても、
当日にはポスターを張り、
職員全員にバッチを配布
し、庁内全フロアに定時退
庁呼びかけ、議会対応等の
緊急案件以外は徹底して実
行することができた。

2

25

2

ノー残業デー及びワーク・ライフ・バ
ランスデーに庁舎内放送を活用して周
知した。

【男女平等に配慮した点】

局内各課へ「ノー残業デー」、「ワー
ク・ライフ・バランスデー」、「プレ
ミアムフライデー」の取組を周知し、
定時退庁を呼びかけた。

【男女平等に配慮した点】

管理職会議等の機会をとら
えて「ワーク・ライフ・バ
ランスデー」について周知
し、定時退庁の徹底を図っ
た。

ノー残業デー及びワーク・ラ
イフ・バランスデーに庁内放
送を活用して周知を行い、
ワークライフバランスを推進
する。

教育委
員会庶
務課

消防局
人事課

交通局
労務担

当

「ノー残業デー」、「ワー
ク・ライフ・バランスデー」
及び「ｋａｅｒａ-Ｎｉｇｈ
ｔ」について、引き続き積極
的に推進していく。

病院局
庶務課

引き続き、管理職会議等を有
効に活用し、「ワーク・ライ
フ・バランスデー」について
周知し、定時退庁の徹底を促
していく。

(3)男性が地域活動に参画できる環境づくり

2
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

(5)若者の将来を見通した自己形成や社会参画の促進

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

引き続き、男女平等教育参考
資料「自分らしくかがやく」
を作成し、男女平等に対する
意識啓発を図る。
また、教員を対象としたアン
ケート結果を踏まえ、内容の
検討・調整を行っていく。

28

・男女共同参画社会形成
の視点から、保育所、幼稚
園、学校の運営及び保育・
教育活動の充実に努めま
す。

子度の権利及び人権の研修
を全市4回（230名）各区
（440名）で開催し、子ども
の権利及び、人権について
の学びを深めた。

各地区や全市的に実施する園長会議に
て、子どもの権利及び人権等に関する
研修を開催した。

【男女平等に配慮した点】

27

2

啓発資料(市民文化局作成)・人権学習
ワークシート集(県教育委員会作成)を
市立学校へ配付し、教職員研修や校内
研究支援の機会を通してその活用を呼
びかけ啓発を行った。

【男女平等に配慮した点】
男女共に参加しやすい時間帯に研修を
設定した。

人権尊重教育推進担当者研
修(約180名)において、神奈
川県教育委員会の作成・配
布する人権ワークシート
集、市民文化局人権・男女
共同参画室が作成配布する
男女平等教育啓発資料につ
いて周知と活用を呼びかけ
た。

(4)就学前教育・学校教育における男女共同参画に関する教育の推進

教育委
員会人
権・共
生教育
担当

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

27

・小・中・高の児童生徒及
び保護者向け教材・カリ
キュラムを活用した学習を
実施し、男女平等に対する
意識を高めます。

男女平等教育参考資料「自分らしくか
がやく」を作成し、市内小学3年生を
対象に配布した。

【男女平等に配慮した点】

28

初任者研修(約250名)・2校目異動者研
修（約200名)・10年経験者研修（約
200名)において、子どもの権利学習を
もとに、男女を問わず一人一人の個性
や能力を発揮できる学校環境・学習環
境の在り方の重要性について啓発を
図った。

【男女平等に配慮した点】
男女共に参加しやすい時間帯に研修を
設定した。

2

初任者研修(約250名)・2校
目異動者研修（約200名)・
10年経験者研修（約200名)
において、前年度とほぼ同
様な規模と時間数で啓発を
図った。

2

引き続き研修会等を通して周
知を図る。

教育委
員会人
権・共
生教育
担当

2

男女共同参画社会形成の視点
を意識し、今年度も引き続き
子どもの権利及び人権等に関
する研修等を実施する。

こども
未来局
運営管
理課

引き続き研修を通して啓発を
していく。

29

・男女共同参画の視点か
ら子育てにかかわることが
できるよう、育児体験講座
等の実施を通じて、次世代
を担う者たちを支援しま
す。

公立保育所において、地域の子ども・
子育て支援に関する各種事業・講座等
を実施している。
その中で、プレパパ・プレママ講座を
実施しており、男女共同参画の視点か
ら、また子育てに不安がある保護者に
とっては喜びが持てる子育てができる
よう支援している。

【男女平等に配慮した点】

プレママプレパパ講座（約
300名）父親の子育て体験講
座（約2,900名）を保育所等
を活用実施し、出産・子育
てに対しての不安軽減につ
ながった。

2

子ども・子育て支援に関する
各種事業・講座等を引き続き
行う。

こども
未来局
運営管
理課

30

・男女平等の視点からイン
ターンシップ（就業体験）や
体験学習等を通じたキャリ
ア形成を支援します。

受入れ職場において、特段の理由がな
い場合を除き、男女問わず、実習受入
れを行った。

【男女平等に配慮した点】

2

受入れ職場において、特段の
理由がない場合を除き、男女
問わず、実習受入れを行う。

総務企
画局行
政改革
マネジ
メント
推進室
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

30

・男女共同参画センターにおいて、短
期インターンシップ7名を受け入れ、
事業の企画・運営等を通じて、大学生
のライフキャリア支援を行った。
・ジョブシャドウイング、職場体験：
県立高校2校、計35名を受け入れた。

【男女平等に配慮した点】

2

引き続き、インターンシップ
生等を受け入れ、男女共同参
画センターでの事業実施等を
通じて、就業体験、学習機会
の提供を行う。

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

30

・ミューザ川崎シンフォニーホール
で、5月5日に「こどもの日オープンハ
ウス」と称し、「楽器体験コー
ナー」、0歳から入場できる無料コン
サートやホールガイドツアーを開催
（来場者3,147名）し、7月24日から8
月6日にかけては親子で楽しめるコン
サートとして「こどもフェスタ」を開
催した。（来場者2,070名）
・フランチャイズオーケストラである
東京交響楽団市内巡回公演の一環とし
て、11月28日、麻生市民館大会議室に
て「マタニティ＆おやこコンサート」
を開催した。（来場者162名）

【男女平等に配慮した点】
事業実施にあたって、親子や家族で参
加できるよう、また、児童・生徒が参
加できるよう、休日や学校休業日等に
開催日を設定するなどに配慮した

・こどもの参加しやすい夏
休みの時期に、「こども
フェスタ」を開催した他、5
月5日こどもの日を「こども
の日オープンハウス」と称
し、音楽を使った参加型の
イベントや０歳児からでも
鑑賞できるコンサートを開
催し、音楽に親しむ市民の
裾野の拡大に努めた。
・11月28日に開催した「マ
タニティ＆おやこコンサー
ト」についても、定員を超
える鑑賞希望の応募がある
など、好評だった。

平成29年度においても、引き
続きこどもたちが気軽に参加
できる音楽イベントを実施し
ていく。

市民文
化局市
民文化
振興室

30

・川崎市キャリア教育・進路指導研修
会の事業を展開するとともに、かわさ
きキャリア在り方生き方教育の推進を
図った。

【男女平等に配慮した点】
小・中・特別支援学校（小学部・中学
部）で児童生徒に配付するキャリア在
り方生き方ノートに使用する画像や内
容について、家事や職業的に役割分担
等の偏りがないように配慮して作成し
た。

教育委
員会教
育改革
推進担

当

31

・メディアからの情報を主
体的に読み解き、自己発
信する能力を育成するた
め、学校における情報教
育を行います。

2

(6)児童生徒に対する情報教育の推進

3回の研修会では、延べ341
名が参加した。全校から全
体計画が提出され、キャリ
ア在り方生き方教育の取組
が始められた。

・川崎高等学校附属中学校と次世代型
ＩＣＴ環境（タブレットＰＣ、無線Ｌ
ＡＮ）での共同研究を進め、12月に研
究報告会を実施した。
・小・中学校において、情報活用能力
の育成をめざした授業研究を実施し
た。
・情報モラル教育・ＩＣＴ活用に関す
る学校へ出向く研修を延べ18回実施し
た。

【男女平等に配慮した点】
男性、女性双方の視点から、情報モラ
ルをはじめ情報活用能力の育成に必要
な研究を進めた。

学校での授業研究を行い、
これからの時代には男女を
問わず情報活用能力の育成
がますます重要であること
を呼びかけ、好評であっ
た。

2

引き続き、情報活用能力の育
成に向けた研究・研修を進め
るとともに、今後は、児童生
徒の情報モラルを高めるため
の教職員、保護者への研修、
啓発等の事業をさらに推進し
ていく。

2

平成29年度も引き続きキャリ
ア教育推進事業を実施してい
く。また、共生・共育担当と
連携して、かわさきキャリア
在り方生き方教育の推進に努
める。
学校訪問研修等で男女平等や
ワーク・ライフ・バランスな
どの今日的課題に関する教員
の理解を深める内容を工夫す
る。

教育委
員会総
合教育
セン
ター情
報・視
聴覚セ
ンター
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年度 達成度 達成度を選択した理由

平成28年度実績及び
男女平等に配慮した点

年度ごとの達成度
今後の
方向性

平成29年度
計画、事業の課題 所管課

事業
番号

計画における事業内容

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

H26 B

H27 B

H28 B

H29

H30

2

・各区において、初産婦等
を対象に両親学級を実施。
（実施回数及び延べ人数に
関しては未確定）
・川崎市看護協会において
プレパパ・プレママ教室を
実施した。

教育文化会館、市民館、分館における
「家庭・地域教育学級」や「男女平等
推進学習」において育児や家庭教育に
おける男女平等を学習テーマとする際
に、男性が参加しやすい講座時間や内
容に配慮した。

【男女平等に配慮した点】
男性が参加しやすいプログラム作り、
開催日の設定などに配慮した。

引き続き、男性が参加しやす
いプログラム作り、開催日の
設定に努める。

32

・両親学級や子育てセミ
ナー等において、男性が
参加しやすい講座時間・内
容を企画します。また、学
校行事等への男性の子育
て参加を促進します。

・男女共同参画センターが主催するイ
キメン研究所において、「パパのため
の子育てサロン」を計2回開催し、計
11名の参加があったほか、高津区との
共催で「イキメン講座」を計4回開催
し計23名の参加があった。また、料理
講座なども実施した。

【男女平等に配慮した点】

今後も安心して出産・育児に
臨めるように、参加しやすい
両親学級を開催する。

教育委
員会生
涯学習
推進課

32

・初めての出産を迎える両親を対象に
両親学級を各区において実施
・川崎市看護協会委託による「プレパ
パ・プレママ教室」を土曜日に開催

【男女平等に配慮した点】
男性の育児参加等を推進した。

32

引き続き、イキメン研究所が
企画する男性向け講座を開催
し、また、メンバー増員に向
けた取組も行っていく。

(7)男女共同参画の視点に立った家庭教育の支援

2

市民文
化局人
権・男
女共同
参画室

こども
未来局
こども
保健福
祉課

2
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